
 1 

第３４回 碧南市農業委員会議事録 

 

１．開催日時  令和８年４月２７日（月曜日）午後３時から午後３時半まで 

 

２．場  所  碧南市役所本庁舎 議員大会議室 

 

３．出席委員（農業委員出席１１名／定数１１名、農地利用最適化推進委員出席８名／定数９名） 

  会  長      神谷昌明    

  農業委員      永坂邦男   山中力四郎  市古昭子  

  原田孝司   黒田実    長谷部実 

  藤浦利吉   近藤正孝   金子さか江  

 三島孝二 

  農地利用最適化推進委員 

  石川清勝   永井是充   新美康弘 

  金原節子   加藤浩孝   下島良一  

  杉浦孝明   磯貝孝弘 

４．欠席委員（農業委員１名） 

  藤関弘之 

５．議事日程 

第１ 議事録署名委員の選定について 

   第２（１）議案について                     （１８件） 

      議案第１号 碧南市農業委員会地区協力員の委嘱について     １件 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の件       １件 

      議案第３号 農地法第４条の規定による許可申請の件       １件 

議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請の件       １件 

議案第５号 農用地利用集積等促進計画の公告について     １４件 

 

（２）報告事項について                    （２０件） 

      報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件    １８件 

報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知の件      １件 

     追加報告 

      報告第３号 生産緑地あっせん願の件               １件 

      

６．事務局・説明員 

事務局長 杉浦英樹   次  長 伊藤博之   係  長 松井佑未子  

  主  事 石川修平 
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７．議事とその結果      

次 長 皆さん、こんにちは。定刻となりましたので、ただいまより「第３４回 碧南市 

農業委員会」を開会します。まず、事務局から、本日の出席状況についてご報告い

たします。１３番の藤関委員から欠席の届け出がありました。よって、本日の出席

委員は、農業委員１１名・推進委員８名で、本会議は成立していますことをご報告

いたします。ここで、議事に入ります前に、本日の議案につきまして、一部差し換

え等がございます。事務局よりご報告をします。 

事務局 ３点訂正がございます。 

１点目は議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請の件につきまして、譲

受人の住所に一部誤記がございましたので修正いたしました。 

２点目は議案第５号 農用地利用集積等促進計画の公告について、受付番号１８

９７番につきまして賃借料に誤記がございましたので、修正いたしました。 

３点目も議案第５号に関する内容です。受付番号１９０４番につきまして譲受人

の自作地の値が誤っておりましたので、修正いたしました。修正事項は以上となり

ます。 

次 長 それでは、これより議事の審査に移ります。 

これからの取り回しにつきましては、碧南市農業委員会会議規則第６条第１項の

規定により、「神谷 昌明」会長にお願いいたします。 

会 長 本日は、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。 

これより会議に入ります。まず、日程第１の議事録署名委員の選定ですが、私か

ら指名させていただいてよろしいでしょうか。 

議 場 （「異議無し」の声） 

会 長 それでは、３番委員、４番委員にお願いします。 

会 長 次に、日程第２の議事に入ります。 

議案第１号、「碧南市農業委員会地区協力員の委嘱の件」を議題とします。事務局か

ら議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局 １ページをお開きください。 

受付番号１８８７番  

議案第１号、碧南市農業委員会地区協力員の委嘱についてです。 

協力員の総数は４３名で、内訳は、新川地区は７名、西端地区は７名、旭地区は１

４名、大浜地区は１２名、棚尾地区は３名です。 

任期は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの１年間です。 

これは、碧南市農業委員会規程第７条第３項の「協力員の委嘱及び定数は、会長が委

員会にはかって定める。」によるものです。 

 なお、各地区の農業委員、推進委員、協力員の名簿については別紙となります。 

以上です。 

会 長 ありがとうございました。 

それでは、この件につきまして、推進委員の皆様も含め、ご意見、ご質問等あり

ませんか。 

会 長 よろしいですか。それでは簡易採決します。 
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議案第１号について、原案のとおり決定することに、ご異議はございませんか。 

議 場 （「異議無し」の声） 

会 長 異議もございませんので、議案第１号は原案のとおり決定しました。 

会 長 次に議案第２号、「農地法第３条の規定による許可申請の件」を議題とします。事

務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局 ２ページをお開きください。 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請についてです。 

受付番号１８８８番 

◎◎町◎丁目◎◎番 田 １，７８０㎡はじめ７筆、８，９０９㎡につきまして 

□□町□丁目□□番地 □□□□さんはじめ４名 から 

△△町△丁目△△番地 △△△△さん へ 所有権設定の許可申請です。 

申請理由としましては、対象地は現在譲渡人４名の共有名義になります。４人とも高

齢で農地の管理が出来ず、農地を手放すことを考えていたところ、□□□□さんの息子

と孫である譲受人の△△△△さんが大規模に農業を営んでおり、対象地を譲ってほしい

と相談があったため譲ることになったとのことです。譲渡人と譲受人は同じ農家世帯の

ため、議案の経営面積については同じ値が入っております。 

この農地は、市街化調整区域の農地です。 

対価は、〇〇円、坪当たり約〇〇円です。 

農地法第３条第２項の各号の許可できない項目に該当するかどうかについて、申請書

および現地調査によりますと、 

第１号関係の、譲受人の農地の経営面積及び労働力は、自作地は田が１６，４０３．

６３㎡、畑が１，０４３㎡の計１７，４４６．６３㎡です。借入地は田が３０１，４３

１㎡、畑が７５２㎡の計３０２，１８３㎡です。経営地は合計３１９，６２９．６３㎡

です。 

農作業に従事する者は、農作業歴５年の△△さんと、１３年の父、１０年の母です。 

通作距離は、車で８分となっております。 

第４号関係の、農作業従事日数は、△△さんが２１０日、父が２９４日、母が１５６

日です。 

第６号関係の、周辺地域との調和要件ですが、周辺農地の耕作者と協調して耕作をし

ていきますので支障ありませんとのことです。 

以上のことから、農地法第３条第２項の各号には該当しないため、許可の要件をすべ

て満たしていると考えます。 

４月８日に、１５番委員と１９番委員、事務局で、現場確認を実施しました。 

地図は、２３ページから２５ページにあります。 

会 長 ありがとうございました。 

只今の説明に関連して、現地確認した委員から現地調査の結果ならびに補足説明

をお願いします。１５番委員お願いします。 

１５番委員 稲の植え付けの準備が進められており、きれいに耕作されている状況でしたので

問題ないと思われます。 

会 長 ありがとうございました。続いて１９番委員お願いします。 
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１９番委員 １５番委員と同意見です。問題ないと思います。 

会 長 ありがとうございました。 

それでは、この件につきまして推進委員の皆様も含め、ご意見、ご質問等ありま

せんか。 

１８番委員 会長。 

会 長 １８番委員。 

１８番委員 坪当たり約〇〇円での売買とありますが、問題はないのでしょうか。 

事務局 農地法３条許可申請に価格に関する要件はないので、問題はございません。 

但し、時価総額とかけ離れた価格で売買を実施するとみなし贈与と扱われる可能性

がございます。みなし贈与とみなされると、時価総額と実際の売買価格の差分に対し

て税を徴収されるものになります。 

１８番委員 わかりました。ありがとうございます。 

会 長 他にご意見はございませんか。よろしいですか。 

それでは簡易採決します。 

議案第２号について、原案のとおり決定することに、ご異議はございませんか。 

議 場 （「異議無し」の声） 

会 長 異議もございませんので、議案第２号は、原案のとおり決定しました。 

会 長 次に議案第３号、「農地法第４条の規定による許可申請の件」を議題とします。事

務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局 ３ページをお開きください。 

議案第３号、農地法第４条の規定による県知事許可の申請の件についてです。 

受付番号１８８９番  

□□町□丁目□□番地 □□□□さん さんより、 

◎◎町◎丁目◎◎番、現況宅地、３.３㎡につきまして、隣地、◎◎町◎丁目◎◎

番◎との一体利用で、住宅敷地、利用率１００％の転用申請です。 

申請理由としましては、平成１６年当時現在の居宅である◎◎町◎丁目◎◎番◎

の土地の農地転用許可申請をした際に申請から漏れていたにもかかわらず住宅敷地

の一部として利用していたため、今回改めて申請するものです。申請書には始末書

もついております。 

申請地の農地区分は、第３種農地と考えます。第３種農地とは、「市街地の区域内

または市街地化の傾向が著しい農地」で、今回の申請地は、第３種農地の中でも、

「医療施設・公共施設が５００ｍ以内に２つあり、かつ上下水道管が整備されてい

る４ｍ以上の道路沿線にある区域」に相当していると考えます。 

この第３種農地は、「原則として転用許可することができる」区域にあたります。 

申請書には、碧南市土地改良区の意見書が添付されており、支障なしの意見とな

っております。 

以上の様に、農地法第４条第１項の許可の要件を全てみたしていると考えます。 

なお、令和８年４月７日に、９番委員と２０番委員と事務局で、現場確認を実施

しました。 

地図は２６ページ、図面は２７ページにあります。 
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会 長 ありがとうございました。 

只今の説明に関連して、現地確認した委員から現地調査の結果ならびに補足説明

をお願いします。９番委員お願いします。 

９番委員 対象地は住宅敷地として現状利用されており、面積的にも他に使い道がないので

引き続き宅地として活用されることに問題ないと思います。 

会 長 ありがとうございました。 

続いて、２０番委員お願いします。 

２０番委員 ９番委員と同意見です。問題ないと思います。 

会 長 ありがとうございました。 

それではこの件につきまして、推進委員の皆様も含めご意見、ご質問等ありませ

んか。 

会 長  よろしいですか。それでは簡易採決します。 

議案第３号について、原案のとおり決定することに、ご異議はございませんか。 

議 場 （「異議無し」の声） 

会 長 異議もございませんので、議案第３号は原案のとおり決定しました。 

会 長 次に議案第４号、「農地法第５条の規定による許可申請の件」を議題とします。 

事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局 ４ページをお開きください。 

議案第４号、農地法第５条の規定による県知事許可の申請の件についてです。 

受付番号１８９０番  

□□町□丁目□□番地 □□□□さんはじめ５名から、 

△△町△丁目△△番地 △△△△へ、 

◎◎町◎丁目◎◎番 田 ２，０３２㎡はじめ７筆７，５１０㎡につきまして、 

所有権移転で、有料老人ホーム１棟 ６０２.９２㎡ 障害者就労支援施設等１棟

 ７７９.６３㎡ サイクルポート１棟 １２㎡ 建ぺい率１８．８％、駐車場９０

台分の転用になります。 

申請理由としましては、子どもや高齢者、障害のある子ども達が地域の中で交流

を図り、就労を通じて地域文化を継承・創成するための場所を設けるために有料老

人ホームと就労支援施設等を新たに建設するものでございます。２月に一度申請が

出てきており地区審査会の場で諮った案件ではありますが、補助金の調整がうまく

いかず、本会議にかける前に取り下げがありました。今回再度申請があったもので

ございます。前回はグループホームも一度に建設する計画でしたが、グループホー

ムについては今後申請地の南東側部分について計画を立て直して、申請すると伺っ

ております。 

申請地は、農業振興地域内農用地でしたが、今回転用申請するにあたり、事前に

碧南市へ農用地利用変更申出書を提出し、農用地区域からの除外手続きがなされて

おります。 

当委員会では、令和６年１２月２５日に開催しました第１８回碧南市農業委員会

において、農用地利用計画変更の件にて議決をし、碧南市へ農用地からの除外をす

ることに異議はない旨の回答をしており、令和７年５月９日付けで除外の公告をし
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ております。 

申請地の農地区分は、第１種農地と考えます。第１種農地とは、「良好な営農条件

を備えている農地」で、今回の申請地は、第１種農地の中でも、「おおむね１０ヘク

タール以上の規模の一団の農地区域内にある農地」に相当していると考えます。 

この第１種農地は、「原則として転用許可することができない」区域にあたります

が、「住宅その他申請地の周辺の地域において居住する者の日常生活上又は業務上必

要な施設で集落に接続して設置されるもの」は例外的に許可できることになってい

ます。本申請は、集落に直接接続している福祉施設であるため、許可しうると思わ

れます。 

申請書には、碧南市土地改良区の意見書が添付されており、支障なしの意見とな

っております。 

以上の様に、農地法第５条第１項の許可の要件を全てみたしていると考えます。 

なお、令和８年４月８日に、８番委員、１３番委員と事務局で、現場確認を実施

しております。 

地図は、２８ページにあります。 

また、図面は、２９ページにあります。 

会 長 ありがとうございました。 

只今の説明に関連して、現地確認した委員から現地調査の結果ならびに補足説明

をお願いします。８番委員お願いします。 

８番委員 ２月に案件があった際は草生えもなくきれいな状態でしたが、４月に入り草生え

もありましたので、是正いただくよう事務局経由で依頼しました。その後きれいに

是正されていることを確認しましたので、問題無いと思われます。以上です。 

会 長 ありがとうございました。 

それでは、この件につきまして、推進委員の皆様も含め、ご意見、ご質問等あり

ませんか。 

１８番委員 会長。 

会 長 １８番委員。 

１８番委員 障害者就労支援施設建設と伺いましたが、A 型でしょうか。B 型でしょうか。 

事務局 B 型になります。 

１８番委員 分かりました。 

会 長 他にご意見はございませんか。よろしいですか。 

それでは簡易採決します。 

議案第４号について、原案のとおり決定することに、ご異議はございませんか。 

議 場 （「異議無し」の声） 

会 長 異議もございませんので、議案第４号は、原案のとおり決定しました。 

会 長 次に議案第５号、「農用地利用集積等促進計画の公告について」を議題とします。

事務局から議案の朗読と説明をお願いします。 

事務局 ５ページをお開きください。 

議案第５号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定による農

用地利用集積等促進計画（案）について説明致します。 



 7 

中間管理法に基づき碧南市から農用地利用集積等促進計画（案）についての意見を

求められましたので、審議いただくとともに、農地中間管理機構に対して計画を定め

ることを要請してよろしいか審議願うものです。 

案件は全て貸借権設定で、合計件数１４件、合計面積１５，３６３㎡です。内訳

は、田２，５８７㎡、畑１２，７７６㎡です。 

この農用地利用集積等促進計画案を農地中間管理機構に提出すると、機構はそれを

基に農用地利用集積等促進計画を定め県に提出、県が認可、公告といった手順の後、

権利が設定されます。以上です。 

会 長 ありがとうございました。 

全体の審議に入る前に、出席委員の関連議案を先決します。 

５番委員の案件を先決します。 

５番委員 （退席） 

会 長 ５番委員の案件は受付番号１９０４番です。 

この件につきまして、推進委員の皆様も含め、ご意見、ご質問ありませんか。 

会 長 よろしいですか。それでは簡易採決します。 

５番委員関連について、原案のとおり決定することに、ご異議はございませんか。 

議 場 （「異議無し」の声） 

会 長 異議もございませんので、５番委員関連の受付番号１９０４番は、原案のとおり

決定しました。 

５番委員 （自席に戻る） 

会 長 次に、６番委員の案件を先決します。 

６番委員 （退席） 

会 長 ６番委員の案件は、受付番号１８９２番、１８９４番です。 

この件につきまして、推進委員の皆様も含め、ご意見、ご質問ありませんか。 

会 長 よろしいですか。それでは簡易採決します。 

６番委員関連について、原案のとおり決定することに、ご異議はございませんか。 

議 場 （「異議無し」の声） 

会 長 異議もございませんので、６番委員関連の受付番号１８９２番、１８９４番は、

原案のとおり決定しました。 

６番委員 （自席に戻る） 

会 長 次に、８番委員の案件を先決します。 

８番委員 （退席） 

会 長 ８番委員の案件は、受付番号１９０２番です。 

この件につきまして、推進委員の皆様も含め、ご意見、ご質問ありませんか。 

会 長 よろしいですか。それでは簡易採決します。 

８番委員関連について、原案のとおり決定することに、ご異議はございませんか。 

議 場 （「異議無し」の声） 

会 長 異議もございませんので、８番委員関連の受付番号１９０２番は、原案のとおり

決定しました。 

８番委員 （自席に戻る） 
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会 長 それでは、先決４件を除く１０件について、質疑に入ります。 

この件につきまして、推進委員の皆様も含め、ご意見、ご質問等ありませんか。 

会 長 よろしいですか。それでは簡易採決します。 

議案第５号について、原案のとおり決定することに、ご異議はございませんか。 

議 場 （「異議無し」の声） 

会 長 異議もございませんので、議案第５号は原案のとおり決定しました。 

会 長 引き続きまして、報告事項に入ります。 

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出の件 １８件 

報告第２号 農地法第１８条第６号の規定による届出の件    １件 

追加報告 

報告第３号 生産緑地あっせん願の件             １件 

合計２０件一括報告してください。 

事務局 （報告） 

会 長 ありがとうございました。 

只今の報告について、ご質問のある方は挙手をお願いいたします。 

会 長 それでは他に質問もないようですので、以上で報告事項を終わります。 

以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項は全て終了いたしました。 

会 長 続きまして、碧南市農業委員会会議規則第１１条の規定で、委員は動議を提出で

きるとあります。その他として、動議はございませんか。 

会 長 無いようですので以上をもちまして、第３４回碧南市農業委員会を閉会としま

す。 

 

～午後３時３０分閉会～ 

 

 


